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12
月
29
日
㈪
・
30
日
㈫
に
、

『
燃
や
せ
る
ご
み
』
の
み
を
特

別
に
収
集
し
ま
す
。
午
前
８
時

30
分
ま
で
に
、
ご
み
収
集
所
へ

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
大
掃
除
な
ど
に
伴
う

大
量
の
ご
み
は
収
集
所
に
は
出
せ
ま
せ

ん
の
で
、『
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
』

を
ご
確
認
の
上
、
深
谷
清
掃
セ
ン
タ
ー

へ
直
接
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
29
日
㈪
・
30
日
㈫
の
２
日
間
は
、
深

谷
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の
直
接
搬
入
は
、

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
で
き
る
限
り

26
日
㈮
ま
で
の
搬
入
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

※
熊
谷
衛
生
セ
ン
タ
ー
、
江
南
清
掃
セ

ン
タ
ー
に
も
、
29
日
㈪
・
30
日
㈫
に
直

接
搬
入
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
各
セ

ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▪
熊
谷
衛
生
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
３
２
‐

２
０
２
１
）

▪
江
南
清
掃
セ
ン
タ
ー
（
☎
５
３
６
‐

５
７
４
５
）　

深
谷
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の
直
接
搬
入

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

搬
入
で
き
る
物　

燃
や
せ
る
ご
み
・
燃

や
せ
な
い
ご
み
・
粗
大
ご
み
・
資
源

物
・
有
害
ご
み

※
正
し
く
分
別
し
て
搬
入
し
て
く
だ
さ

い
。

受
け
入
れ
料
金
（
家
庭
の
ご
み
）
50
㎏

以
下
＝
無
料
、
50
㎏
を
超
え
る
部
分
＝

10
㎏
に
つ
き
10
円

※
12
月
29
日
㈪
・
30
日
㈫
は
、
深
谷
清

掃
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

し
尿
・
浄
化
槽
の
く
み
取
り

　

年
末
年
始
の
し
尿
・
浄
化
槽
の
く
み

取
り
は
、
下
記
の
通
り
で
す
。
早
め
に

各
清
掃
業
者
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日火月 水 木 金

12/22
通常収集

29
特別収集

※燃やせる
ごみのみ

30
特別収集

※燃やせる
ごみのみ

31
収集なし

28
収集なし

4
収集なし

23
通常収集

24
通常収集

25
通常収集

  （資源物）

2
収集なし

3
収集なし

26
通常収集

1/1
収集なし

27
収集なし

×

× × × × ×

×
直接搬入できます

直接搬入できます

区分

年末 年始

申し込み・問い合わせくみ取り
最終申込日

くみ取り
最終日

くみ取り
開始日

深谷・岡部地区 ※早めに申し
込みください。

12月26日㈮
午後4時30分まで 1月5日㈪ 申し込み　各清掃業者へ

問い合わせ　衛生センター（☎571‐4920）

川本・花園地区 申し込み　各清掃業者へ
問い合わせ　寄居町汚泥再生処理センター（☎582‐0715）

※各清掃業者は、市ホームページをご覧ください。

土

年末年始ごみの特別収集
●問い合わせ　環境衛生課（☎585‐2215）、深谷清掃センター（☎571‐0799）

水道庁舎が岡部浄水場内に移転します
●問い合わせ　営業課（☎574‐6676）

国民年金からのお知らせ
●問い合わせ　熊谷年金事務所（☎522‐5012）　保険年金課（☎574‐6641）　岡部市民生活課（☎585‐5496）

川本市民生活課（☎583‐2783）   花園市民生活課（☎584‐1121）

ご
存
じ
で
す
か
？
障
害
基
礎
年
金

　

国
民
年
金
の
加
入
中
な
ど
に
初

診
日
が
あ
る
病
気
や
け
が
な
ど
で

障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
障

害
認
定
日
（
初
診
日
か
ら
１
年
６

カ
月
を
経
過
し
た
日
、
ま
た
は
そ

の
期
間
内
に
症
状
が
固
定
し
た

日
）
に
、
国
民
年
金
法
で
定
め
る

障
害
等
級
の
１
・
２
級
に
該
当
し

た
場
合
は
、
障
害
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

初
診
日
の
前
日
に
、
初
診
日
の
属

す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
被
保
険

者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付
済

み
期
間
と
免
除
期
間
（
若
年
者
納

付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期
間
を

含
む
）
を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分

の
２
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
（
初

診
日
が
平
成
28
年
３
月
31
日
以
前

に
あ
る
と
き
は
、
特
例
と
し
て
初

診
日
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
の
１

年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
け
れ

ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
）。

　

な
お
、
20
歳
前
に
初
診
日
が
あ

る
病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
障
害
の

状
態
に
な
っ
た
か
た
は
、
障
害
等

級
の
１
・
２
級
に
該
当
す
れ
ば
20
歳

か
ら
（
障
害
認
定
日
が
20
歳
以
降

の
場
合
に
は
障
害
認
定
日
か
ら
）

受
給
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の

場
合
、
本
人
に
一
定
額
以
上
の
所

得
や
ほ
か
の
年
金
の
受
給
が
あ
る

場
合
、
支
給
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

※
障
害
年
金
と
身
体
障
害
者
手
帳

の
等
級
で
は
、
認
定
基
準
が
異
な

り
ま
す
。
身
体
障
害
者
手
帳
が

１
・
２
級
で
あ
っ
て
も
障
害
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。

※
初
診
日
と
は
、
障
害
の
原
因
と

な
っ
た
病
気
や
け
が
に
つ
い
て
、

初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け
た
日

の
こ
と
で
す
。

保険料納付要件

↓20歳

↓20歳

初診日↓

初診日↓

原
則

特
例

保険料
免除期間 未納期間 保険料

納付済み期間 前々月 前月

保険料の納付済み期間
（免除・若年者納付猶予・学生納付特例期間を含む）

がこの期間の3分の2以上あること

未納期間 保険料
免除期間

保険料
納付済み期間 前々月 前月

直近の１年間に未納がないこと

17

第2庁舎
現在地

移転先

N

深谷駅

かみはら
陸橋 JR高崎線

南通り線コスモス
街道

コンビニ
エンスストア スーパー

マーケット

至
岡
部

花
植
木
街
道

寄
居
岡
部

　深
谷
線

深
谷
寄
居
線

至
熊
谷

深谷市役所

南中学校

東京成徳大学
深谷高校

深谷市役所前

深谷萱場岡部

成徳高校東 南中学校北

４
２
）

▪
集
落
排
水
課
（
☎
５
７
７
‐
７ 

５
４
４
）

▪
２
階
フ
ァ
ク
ス
（
え
５
４
６
‐

０
１
２
７
）

　

平
成
27
年
１
月
５
日
㈪
か
ら
第

２
庁
舎
（
お
客
様
セ
ン
タ
ー
、
営

業
課
、
水
道
工
務
課
）
と
浄
化
セ

ン
タ
ー
（
下
水
道
課
、
集
落
排
水

課
）
の
事
務
所
が
水
道
庁
舎
（
岡

部
浄
水
場
）
へ
移
転
し
ま
す
。

　

移
転
先
、
電
話
、
庁
舎
内
の
配

置
は
、
次
の
通
り
で
す
。

所
在
地　

岡
部
１
０
８
６
番
地

施
設
概
要

【
１
階
】

▪
お
客
様
セ
ン
タ
ー（
☎
５
７
７
‐ 

７
５
４
３
）

▪
営
業
課
（
☎
５
７
７
‐
７
５
２ 

７
）

▪
水
道
工
務
課
（
☎
５
７
７
‐
７ 

５
２
９
）

▪
１
階
フ
ァ
ク
ス
（
え
５
４
６
‐

０
１
２
６
）

【
２
階
】

▪
下
水
道
課
（
☎
５
７
７
‐
７
５ 

▲お客様センターなどが入る水道庁舎
（手前右）と、浄水管理棟（左奥）

下水道課

集落排水課
WC

第
１

会
議
室

第
２

会
議
室

WC
EV

お客様
センター

WC

WC
EV

水道
工務課

営業課

案内図2階配置図

1階配置図


